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まえがき 

この規格は，産業標準化法第 12 条第 1 項の規定に基づき，一般社団法人日本電機工業会（JEMA）及

び一般財団法人日本規格協会（JSA）から，産業標準原案を添えて日本産業規格を制定すべきとの申出が

あり，日本産業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が制定した日本産業規格である。これによって，

JIS C 4034-30:2011 は廃止され，この規格に置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本産業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 

JIS C 4034 規格群（回転電気機械）は，次に示す部で構成する。 

JIS C 4034-1 第 1 部：定格及び特性 

JIS C 4034-2-1 第 2-1 部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 

JIS C 4034-5 第 5 部：外被による保護等級の分類 

JIS C 4034-6 第 6 部：冷却方式による分類 

JIS C 4034-30-1 第 30-1 部：単一速度三相かご形誘導電動機の効率クラス（IE コード） 
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回転電気機械－ 
第 30-1 部：単一速度三相かご形誘導電動機の 

効率クラス（IE コード） 
Rotating electrical machines- 

Part 30-1: Efficiency classes of single-speed, three-phase,  
cage-induction motors (IE-code) 

 
序文 

この規格は，2014 年に第 1 版として発行された IEC 60034-30-1 を基とし，国内法規と整合させるため，

技術的内容を変更して作成した日本産業規格である。 

なお，この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は，対応国際規格を変更している事項である。

技術的差異の一覧表にその説明を付けて，附属書 JA に示す。 

1 適用範囲 

この規格は，JIS C 4034-1 に基づいて，正弦波電源で駆動される，次の単一速度三相かご形誘導電動機

（以下，電動機という。）の効率クラスについて規定する。 

－ 定格電圧が 50 V を超え 1 000 V 以下の電動機 

－ 定格出力が 0.12 kW 以上 1 000 kW 以下の電動機 

－ 極数が 2 極，4 極，6 極又は 8 極の電動機 

－ 耐熱クラスが規定の温度上昇以内で，定格出力での連続運転が可能な電動機 

注記 1 この規格でカバーされるほとんどの電動機は，使用の形式が S1（連続使用）である。しか

し，その他の負荷サイクルで定義された，幾つかの電動機は，定格出力での連続運転が可

能であり，これらの電動機も適用される。 

－ 周囲温度が－20 ℃以上～60 ℃以下の電動機 

注記 2 定格効率及び効率クラスは，JIS C 4034-2-1 に従って，周囲温度 25 ℃に基づいている。 

注記 3 定格温度が－20 ℃～60 ℃以外の電動機は，特殊な構造であると考えられ，この規格から

除外される。 

注記 4 温度クラスが 400 ℃以下の排煙機用電動機は，この規格の対象となる。 

－ 指定された標高（海抜）が 4 000 m 以下の電動機 

注記 5 定格効率及び効率クラスは，標高（海抜）1 000 m 以下の定格に基づいている。 

この規格は，周波数，極数及び電動機出力に基づいて，1 組の効率値を規定する。電動機技術，電源電


